
参考資料 

１ 本算定について 

 前回の諮問については、本算定数値の示される時期が未定だったため、県が昨年

11 月 13 日に示した仮算定数値を基に保険税等の算出を行いました。今年 1 月 15 日

に本算定数値が示されたため、基となる数値を本算定数値に修正し、修正後の保険税

により、諮問を行うものです。 

 本算定では、平成 30 年度の診療報酬が 1.19％のマイナス改定となったことなどか

ら、仮算定と比較して、県全体の保険給付費が 4,375 億円から 4,289 億円に減少しま

した。また、加入者一人当たりの医療費等の自然増は平成 28 年度から平成 30 年度の

2 年間で 4.91％であったものが、3.94％に減少しました。 

 日進市の納付金は 21.2 億円から 20.8 億円に、保険税収納必要額は 18.6 億円から

18.1 億円に減少しました。これに伴い、標準保険料率も所得割率が 10.62％から

10.53％に、均等割額が 44,645 円から 44,430 円に、平等割額が 29,728 円から 29,205

円にそれぞれ減少しています。 

 

２ 国民健康保険税について 

 平成 30 年度の税率は、仮算定時に愛知県が示した平成 28 年度から平成 30 年度の

2 年間で加入者一人当たりの医療費等の自然増が 4.91％であったことから、その 1 年

相当分である 2.4％を増加するものとして算定を行いました。今回の本算定では、2

年間の医療費等の自然増が 3.94％とされたため、その 1 年相当分である 1.9％増加す

るものとして変更しました。 

 保険税率等の改定の詳細については下表のとおりです。 

 

  
区分 平成 29 年度 

変更前 

（仮算定時） 

変更後 

（本算定時） 

基礎分 

所得割 5.40% 5.40% 5.40% 

均等割 23,000 円 23,000 円 23,000 円 

平等割 23,000 円 23,000 円 23,000 円 

後期分 

所得割 2.00% 2.00% 2.00% 

均等割 3,000 円 5,000 円 4,800 円 

平等割 3,000 円 3,000 円 3,000 円 

介護分 

所得割 1.40% 1.70% 1.60% 

均等割 8,000 円 8,000 円 8,000 円 

平等割 6,000 円 6,000 円 6,000 円 

合計 

所得割 8.80% 9.10% 9.00% 

均等割 34,000 円 36,000 円 35,800 円 

平等割 32,000 円 32,000 円 32,000 円 

※下線部が今回の変更部分となります。 


